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１ 所管からの報告事項について 

  次の事項について所管から説明を受け、質疑を行い、全て報告済みとした。 

（１）滝川市まち・ひと・しごと創生総合戦略について 

 ① 滝川市まち・ひと・しごと創生総合戦略実施イメージについて 

 ② 平成28年度地方創生総合戦略改訂に係るスケジュール（案）について 

 ③ 地方創生交付金（平成 27年度実施）の効果検証について 

 ④ 滝川市まち・ひと・しごと創生総合戦略進捗状況確認について 

 ⑤ 滝川市の地方創生加速化交付金事業について 

 ⑥ 滝川版ＣＣＲＣ構想のフローについて 

 ⑦ 滝川市まち・ひと・しごと創生総合戦略の改訂について 

 

２ その他について 

  なし。 

 

３ 次回委員会の日程について  

  正副委員長に一任することとした。 
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         平成28年６月29日 3 

 4 

 滝川市議会議長 水 口 典 一 様 5 
                                              6 

 7 

                               滝川市長  前 田 康 吉 8 

滝川市教育委員会教育長  山 﨑   猛 9 

 10 

   総務文教常任委員会への説明員の出席について 11 
 12 

 平成28年６月16日付け滝議第48号で通知がありました総務文教常任委員会への説明員の出席要求について、次の 13 

者を説明員として出席させますのでよろしくお願いします。 14 

 なお、公務等の都合により出席を予定している説明員が欠席する場合もありますので申し添えます。この場合、 15 

必要があるときは、所管の担当者を出席させますのでよろしくお願いします。 16 
 17 

記 18 

 19 

 滝川市長の委任を受けた者 20 

総務部長   中 島 純 一 21 

総務部次長            高 橋 一 美 22 

総務部企画課長   深 村 栄 司 23 

総務部企画課主幹   稲 井 健 二 24 

総務部企画課長補佐  越 前 智香子 25 

総務部企画課係長   藤 司 和 久 26 

総務部公共施設マネジメント課係長  高 橋 伸 明 27 

 28 

 滝川市教育委員会教育長の委任及び滝川市長の委嘱を受けた者 29 

教育部教育総務課長  杉 原 慶 紀 30 

教育部教育総務課主査  堤   雅 宏 31 

 32 

 33 

 34 

                              （総務部総務課総務係） 35 



 

 

第15回  総 務 文 教 常 任 委 員 会 36 

 37 

                              日 時 平成28年７月１日（金） 38 

                                  午後１時30分～ 39 

                              場 所 第一委員会室 40 

 41 

○ 開   会 42 

 43 

 44 

○ 委員長挨拶（委員動静） 45 

 46 

 47 

１ 所管からの報告事項について 48 

 49 

《総務部》 50 

（１）滝川市まち・ひと・しごと創生総合戦略について 51 

  ①滝川市まち・ひと・しごと創生総合戦略実施イメージについて    （資料）企 画 課  52 

  ②平成28年度地方創生総合戦略改訂に係るスケジュール（案）について （資料）企 画 課  53 

  ③地方創生交付金（平成 27年度実施）の効果検証について       （資料）企 画 課  54 

  ④滝川市まち・ひと・しごと創生総合戦略進捗状況確認について    （資料）企 画 課  55 

  ⑤滝川市の地方創生加速化交付金事業について            （資料）企 画 課  56 

  ⑥滝川版ＣＣＲＣ構想のフローについて               （資料）企 画 課  57 

  ⑦滝川市まち・ひと・しごと創生総合戦略の改訂について       （資料）企 画 課  58 

 59 

 60 

２ その他について 61 

 62 

 63 

３ 次回委員会の日程について 64 

 65 

 66 

○ 閉   会 67 

 68 
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第15回 総務文教常任委員会 69 

H28.7.1(金)13：30～ 70 

第 一 委 員 会 室 71 

開  会 １３：２９ 72 

委 員 長 ただいまから第15回総務文教常任委員会を開会いたします。 73 

 委員動静報告 74 

委 員 長 委員動静は全員出席です。議長、副議長の出席をいただいております。傍聴と 75 

して、木下議員、東元議員が出席しております。 76 

 １ 所管からの報告事項について 77 

委 員 長 それでは、早速所管からの報告事項に入らせていただきます。 78 

 総務部から滝川市まち・ひと・しごと創生総合戦略について説明を求めますが、 79 

この場合所管から①と②、③と④、⑤と⑥、⑦とそれぞれ２項目ずつ説明の後、 80 

質疑を受けることにいたします。それでは、①、滝川市まち・ひと・しごと創 81 

生総合戦略実施イメージについて、②、平成28年度地方創生総合戦略改訂に係 82 

るスケジュール（案）について説明を求めます。 83 

 （１）滝川市まち・ひと・しごと創生総合戦略について 84 

 ①滝川市まち・ひと・しごと創生総合戦略実施イメージについて 85 

         ②平成28年度地方創生総合戦略改訂に係るスケジュール（案）について 86 

稲井主幹 資料説明に入ります前に、この時期に報告の場をいただいた背景につきまして 87 

触れさせていただきたいと思います。 88 

 昨年10月に総合戦略を策定いたしまして、まだ１年は経過していないところで 89 

すが、５年計画であります総合戦略の初年度が平成27年度とされておりまして、 90 

本年３月で初年度が終了してございます。総合戦略の計画期間中は、毎年総合 91 

戦略の進捗について市内部のほか、市議会あるいは滝川市まち・ひと・しごと 92 

創生会議で審議を行いまして、総合戦略の見直しなどを含めＰＤＣＡサイクル 93 

で計画を推進することが求められております。また、平成27年度に国の交付金 94 

を導入し事業を行っておりますが、事業ごとのＫＰＩ検証についても市議会、 95 

創生会議等で審議の上、８月までに国に報告をすることになっておりますこと 96 

から、この時期に常任委員会で報告をさせていただくことといたしましたので、 97 

よろしくお願いいたします。 98 

 それでは、藤司係長より資料説明に入らせていただきます。 99 

藤司係長 （別紙資料に基づき説明する。） 100 

委 員 長 ①、②につきまして説明が終わりました。 101 

 質疑ございますか。 102 

柴  田 教えてほしいのですが、ＰＤＣＡサイクルとは何ですか。 103 

藤司係長 Ｐがプラン、計画、Ｄがドゥー、実行、Ｃがチェック、検証、Ａがアクション 104 

で、その検証を踏まえまして行動する、計画から検証を踏まえて実行までを行 105 

うことをＰＤＣＡサイクルと国で言われていまして、その国からの指示に基づ 106 

いて行っております。 107 

委 員 長 ほかに質疑ございますか。 108 

（なしの声あり） 109 

委 員 長 それでは、①、②につきましては報告済みといたします。 110 

 続きまして、③、地方創生交付金（平成27年度実施）の効果検証について、④、 111 

滝川市まち・ひと・しごと創生総合戦略進捗状況確認について説明を求めます。 112 
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 ③地方創生交付金（平成27年度実施）の効果検証について 113 

 ④滝川市まち・ひと・しごと創生総合戦略進捗状況確認について 114 

藤司係長 （別紙資料に基づき説明する。） 115 

委 員 長 説明が終わりました。 116 

 これより質疑をお受けいたしますが、質疑の内容につきましてはなるべくわか 117 

りやすく質疑していただくことと、またご答弁につきましても説明での英検Ｉ 118 

ＢＡの受検者数といってもＩＢＡがわからない方がいると思いますので、答弁 119 

もなるべくわかりやすくお願いいたします。 120 

 質疑ございますか。 121 

清  水 まず、11ページ、企画課の就業・移住ナビ事業ですが、今後のスケジュールで 122 

６、７月に情報収集、ターゲット分析がされると。こういう事業は、すぐにそ 123 

れを結果に向けて反映していくということが必要だと思うのですが、通常であ 124 

れば平成29年３月に成果物をもって初めて我々の目に触れるということになり 125 

ますが、やはりこういう情報収集、ターゲット分析された成果、途中経過でも 126 

いいが議会や市民が役立つように公開していく考えについて伺います。 127 

 次、25ページ、（１）のＫＰＩの設定の仕方ですけれども、これは議案の質疑で 128 

も行ったのですが、結局移住理由はわからないと。また、転出より転入が少な 129 

くてもそれは問わないという内容だったのです。これではプラチナコミュニテ 130 

ィのＫＰＩとしては、少し不十分ではないのか。せめて転出と転入の人数は明 131 

らかにした上でこの数字を評価するとか、あるいはアンケートをとって、もち 132 

ろん個人情報ですから答えない人は別だけれども、アンケートに対して３割の 133 

方が協力してくれた、転入したときの理由は何ですかというようなことを行っ 134 

ていかないといけない。これまででも毎年８人くらい高齢者の転入はあると思 135 

います。ＫＰＩについての考え方を伺います。 136 

稲井主幹 まず、就業・移住ナビ事業の関係ですけれども、前段の調査事業については例 137 

えば企業アンケート調査、またヒアリング等がございまして、実際に滝川で就 138 

業、中空知で就業していただく場合にどういった雇用を求めているのか、そう 139 

いうことを150社程度今考えておりますけれども、アンケートから始めて、デー 140 

タベースをつくっていくことを考えてございます。そのほかに中空知の強み、 141 

弱み、そういったものをきちんと分析して、どうしたら中空知に住みたいと思 142 

っていただけるのか、どこをＰＲしていけばアピールができるのか、そういっ 143 

たことも含めて分析してまいりますので、３月、成果物をもって全て報告とい 144 

う考えではなく、お示しをできるものが出そろった段階で報告させていただき 145 

たいと考えてございます。 146 

 ２点目ですが、実は前回の総務文教常任委員会でもそのようなご質疑をいただ 147 

いておりました。実際に40人という目標をきちんと検証できるのかということ 148 

は、その後内部でも詰めさせていただきまして、先般市民課とも協議しており 149 

ます。とりあえず転入につきましては窓口でアンケートを予定しておりまして、 150 

どのような理由で転入されているのか、またそれは移住と認められるのかどう 151 

か、当面何年ぐらいここに滞在する予定であるのか、全ての回答には至らない 152 

かもしれませんが、確実に数えられる部分をＫＰＩとしてカウントしていきた 153 

いと考えてございます。 154 

委 員 長 ほかに質疑ございますか。 155 

（なしの声あり） 156 
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委 員 長 それでは、③、④は報告済みといたします。 157 

 続きまして、⑤、滝川市の地方創生加速化交付金事業について、⑥、滝川版Ｃ 158 

ＣＲＣ構想のフローについて説明を求めます。 159 

 ⑤滝川市の地方創生加速化交付金事業について 160 

 ⑥滝川版ＣＣＲＣ構想のフローについて 161 

稲井主幹 （別紙資料に基づき説明する。） 162 

委 員 長 説明が終わりました。 163 

 質疑ございますか。 164 

清  水 資料５の３番でお伺いしたいのですが、しごとの魅力発信と総合的な就業・移 165 

住支援事業は、株式会社電通北海道が落札され、非常に実力のある会社ですの 166 

で、その業務については安心して見ていられるなと思います。ただ一方、本会 167 

議でも地元に発注できないのか、それができないのであれば直営でというよう 168 

な話も出たわけです。そこでお聞きをしたいのですが、仕様書の中では見当た 169 

りませんが、これだけいろんなさまざまなことやるわけです、ウェブサイト、 170 

キャッチコピー、プロモーション。要するに中空知を知っている人でなければ 171 

出せないものもあるわけで、地元企業を下請としてどのように使うかというこ 172 

とを、その後の協議では強調されているのでしょうか。 173 

稲井主幹 契約の交渉を行う際にできるだけ、地元の活用をお願いしたいという交渉は行 174 

っております。今の段階でどこの会社にということは申し上げられない状況で 175 

すけれども、可能な部分については、再委託という形になると思いますが、そ 176 

れは我々との交渉によって成立し得るものですので、そういった対応を成果物 177 

までの間に考えていきたいと思っております。また、例えばサイトの構築です 178 

とか、どうしても地元の企業との連携というものもあるものがございまして、 179 

そういったところはきちんと協調するように打ち合わせをして進めたりしてい 180 

るものもございますので、ご理解をいただきたいと思います。 181 

委 員 長 ほかに質疑ございますか。 182 

本  間 資料６の説明の中で地域再生計画をつくって進めていくと。それで、国の支援 183 

を受けるということがいわゆる資料１にある地方創生推進交付金との関連性が 184 

一番強いのか、それともほかのメニューなどとの関連性も使っていくことがで 185 

きるのか。概略をわかりやすく説明していただきたいと思います。 186 

稲井主幹 先般地域再生法が改正されまして、委員のおっしゃられたように地方創生推進 187 

交付金、それから企業版のふるさと納税、少なくともこちらを活用する場合に 188 

は、その前段として総合戦略に書いてある事項の中から改めて地域再生計画と 189 

いうものを作成して、そこに事業を盛り込むと。それを内閣府、内閣総理大臣 190 

から認定をいただいて、初めて最初に申し上げた２つの制度が活用できるとい 191 

うスキームになってございます。 192 

本  間 例えば補助率的なもの、ルールとかボリュームとか、そういうことはどのよう 193 

な感じで捉えられていますか。 194 

稲井主幹 まず、推進交付金ですが、基本的には２分の１ということになってございまし 195 

て、条件は手元に書類がありますが、３つほどパターンが示されております。 196 

ある意味先駆性ですとか、ハードルということでは少し高い部分もあろうかと 197 

見ております。なおかつソフト事業が中心とされておりますので、基本的にハ 198 

ード事業ありきということではこの交付金は使えないと示されており、それが 199 

特徴だと思います。 200 
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 もう一点の企業版ふるさと納税につきましては、同じく地域再生計画でどうい 201 

ったことをやるのかということが最初に必要なのですが、例えば市外に本社が 202 

ある企業から寄附してもいいという約束を取りつけた場合に進んでいくのです 203 

けれども、それで受けた寄附については、滝川市が計画に位置づけた事業費以 204 

上に寄附を受けるということはできません。けれども、その範囲の中で企業に 205 

理解をいただいている部分は100パーセントという形で事業費に充ててもいいと 206 

いう理解でおりますし、それがハード事業であっても企業の理解があれば使え 207 

ると、そういったその２つの制度の違いとがあると認識しております。 208 

本  間 現状において例えば地方創生推進交付金がソフト中心というときに、ハードも 209 

やらなければ先に進まないというようなことがあるかもしれないと思うのです 210 

が、その場合何か想定されるようなメニューのようなものは何か考えているの 211 

でしょうか。 212 

稲井主幹 例えばハード事業を行うという場合には、まず総合戦略の中で位置づけをする 213 

というプロセスは必要になると思いますが、２つの手法については今申し上げ 214 

たとおりです。例えば各省庁が毎年概算要求の中で打ち出していく施策につい 215 

てはそれぞれの省庁がまたリニューアルしていきますので、そういった部分を 216 

活用するというのも一つですし、最近でいいますと公共施設の統合に関する施 217 

策ですとか、コンパクトタウンに関する施策ですとか、そういった各省庁が連 218 

携するような施策も出てきていますので、広く施策を見て、最大限活用すると 219 

考えなければいけないと思っています。 220 

委 員 長 ほかに質疑ございますか。 221 

（なしの声あり） 222 

委 員 長 それでは、報告済みといたします。 223 

 続きまして、⑦、滝川市まち・ひと・しごと創生総合戦略の改訂について説明 224 

を求めます。 225 

 ⑦滝川市まち・ひと・しごと創生総合戦略の改訂について 226 

稲井主幹 （別紙資料に基づき説明する。） 227 

委 員 長 説明が終わりました。 228 

 質疑ございますか。 229 

柴  田 １番目の女性活躍推進センターに比べて、２番目の新築住宅助成制度のただい 230 

まの説明が、今まで思っていたより前のめりなのかなと。これは財源等も含め 231 

て、言うはやすしな部分があると思うのですけれども、その裏づけとなるそう 232 

いった財源、あらゆるいろんな国の制度等を利用してというお話だが、この部 233 

分を見てしまうと、すぐにでもできそうな表現があるように思えるのですが、 234 

その辺のご説明をいただきたいと思います。 235 

稲井主幹 委員がおっしゃられたとおり、この制度が一体どういう中身になっていくのか 236 

ということにつきましては、あくまでも今後の検討ということで、今すぐにこ 237 

ういう制度でスタートすることができ上がっているという状況ではありません。 238 

財源につきましても建築住宅課含め関係課で協議を進めておりますが、例えば、 239 

新築住宅の一定の基準を満たす場合、そういった場合には国土交通省の補助金 240 

が入る可能性があるとか、そういったことも検討しております。純増の部分で 241 

幾ら予算を確保できるのかということもありますので、制度設計をこれから総 242 

合的に検討させていただきたいという状況です。 243 

柴  田 それでも前のめりかなと思うのですけれども、先ほどから説明の中で人口増で 244 
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すとか、あるいは子育て世帯に対するものですとか、移住の促進ですとか、そ 245 

ういう表現で説明されているのですけれども、意外と難しいものだと思うので 246 

す。何でも新築に対して助成するというのであれば、これは相当財源的にも大 247 

きなものになりますし、その裏づけも相当求められてくると思うのです。です 248 

から、どこから始めるのかということをもう少し議会に対して説明をきちんと 249 

しておいたほうが、不要な期待感だけが膨らむということにもなりかねないの 250 

で、稲井主幹が言ったとおり、例えば優良住宅の部分に対するものからじっく 251 

り広げていくとか、余り初めから移住だ、子育てだ、そういったものを幅広く 252 

位置づけてやっていくような、議会として間違った理解をしてはならないと思 253 

うのですけれども、そうではないのでしょうか。 254 

稲井主幹 優良住宅とおっしゃいましたが、住宅施策の観点から滝川市の住環境をどうし 255 

ていくべきかということもありますし、また、この総合戦略で進めている人口 256 

減、人口増という部分でどのような施策を打てば貢献するのかと。しかも、財 257 

源が非常に厳しいという中で、どのように金額も抑えながら効果的に構築する 258 

のかということが出てきますので、委員がおっしゃられたとおり、新築住宅で 259 

あれば全て補助金が打てるという制度設計にはならないと考えておりますので、 260 

どの絞り込み、一点突破で制度設計しているのかというところについては、も 261 

う少しお時間をいただきたいというのが現状です。 262 

柴  田 積極推進派が議会内部に多いようですが、私は財源についてかなり心配してい 263 

るので、その辺は相当綿密な検討をお願いしたいと思いますので、よろしくお 264 

願いします。 265 

委 員 長 ほかに質疑ございますか。 266 

渡  邊 女性活躍推進センター（仮称）という部分で加筆するような説明がありました 267 

が、重要性は十分認識しますし、市長の思い入れもあるのかなと。先ほど柴田 268 

委員が言ったように、やはりこういうものに既存の施設では無理で、新たなも 269 

のになっていくという部分も考えると、今の健全化計画との結びつきという部 270 

分があるのかなと。改訂後の（仮称）のあり方を検討する、このあり方という 271 

のは何を指したものなのか説明いただきたいと思います。 272 

 新築住宅制度ですけれども、滝川市が行おうとする部分とこの資料５の広域連 273 

携事業分の中で、しごとの魅力発信と総合的な就業・移住支援事業という業務 274 

が入っているのですけれども、加筆する部分でいえば、今の滝川の現状と他の 275 

まちとの移住とか新築とか全然レベルが違うぐらいのハンディがあるのではな 276 

いかなと思っていて、そういう中で行うのは大丈夫なのかなということを伺い 277 

ます。 278 

高橋係長 女性センターに関するあり方を検討する部分ですけれども、これは人口政策を 279 

考えたときに若年の女性の人口の流出を抑制するというのは、一つの大きな政 280 

策と考えております。このセンターというものがいわゆる女性活躍推進をする 281 

ための政策の拠点であるということですけれども、その拠点がいわゆる公共施 282 

設というか、施設を指すものなのか、それともセンターという窓口を指すもの 283 

なのか、その部分についても今じっくり検討を進めていこうと考えております。 284 

今回、官民連携による調査事業ということで、官民が連携して政策を打つこと 285 

の効果がどれぐらい伸びるのか、さらには施設を持とうと思った場合に民間資 286 

金がどれぐらい入る可能性があるのか、ないのか、そのような部分を今年度調 287 

査しまして、最終的には施設とするのか、どういう政策となるのかということ 288 
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を見きわめていく、そのような調査をしていくということで、あり方という表 289 

現になっているとご理解いただきたいと思います。 290 

稲井主幹 新築住宅制度ですけれども、委員の質疑内容は、中空知の近隣の制度と比べて 291 

例えば金額的なものとか、そういった部分で違いが出てくる場合にどうなのか 292 

というご指摘かと思います。必ずしも近隣と張り合うことだけが目的ではない 293 

わけでありまして、例えば滝川市で暮らしていただくと考えたときには住宅の 294 

資金だけではなく、その後の子育ての教育面ですとか、さまざまな面で選んで 295 

いただけるものを構築するということがこの総合戦略全般にうたっております。 296 

その中でもう一押しこういった支援制度があれば願いがかなうとか実現し得る 297 

という制度設計もあり得ると思いますので、金額面につきましてもどのような 298 

部分がそういった有効な部分になり得るのかということは、先ほどの財源のお 299 

話等も含めて総合的に判断しなければいけないと考えています。 300 

渡  邊 この女性活躍推進センターの部分において、厚労省では民間の企業に対しても 301 

子育てという部分で支援していると思うのです。そういう部分で、滝川市とし 302 

てそこにも着目するのか伺います。 303 

高橋係長 ご質疑いただきましたとおり、次世代育成推進支援法以降滝川市におきまして 304 

も国の支援を受けながら、子育て施策については充実させてきている部分がご 305 

ざいます。今回テーマに上がっているのは、子育てのワンストップサービスの 306 

あり方ということになります。今回児童福祉法改正によって、子育て世代の包 307 

括センターが位置づけられてきておりますので、その部分のサービスを今度ど 308 

う組みかえたらよくなるのか、よく考えていきたいと思います。 309 

渡  邊 どうしても行政がやらなければならない事業なのか、民間でもできる事業なの 310 

かを選別をしていかないと、これ以上の負担というのは大変な状態になってい 311 

くので、そこも検討の中に入れてもらいたいという意見を申し上げて終わりた 312 

いと思います。 313 

委 員 長 ほかに質疑ございますか。 314 

清  水 まず、資料７で女性活躍推進センター（仮称）のあり方を検討するとともに、 315 

必要な取り組みを進めますと。今の渡邊委員への答弁で施設か窓口かも検討中 316 

と答弁されましたが、まず１点目、改訂後のこの言葉、この文章で施設か窓口 317 

か検討中ということが読んでわかる文章になっているかということ。そうやっ 318 

て説明するのであれば、それを書けばいいと思うのです。例えば（２）は、非 319 

常に具体的でよくわかるのです。だから、これと同じようなわかりやすい記述 320 

にすることについて伺います。 321 

 それと、２点目としては、今回この計画業務を発注されたと。これについてお 322 

伺いいたしますけれども、施設ということになると、公共施設マネジメント方 323 

針との整合性が当然求められると思います。方針の２を読みますと、新たに公 324 

共施設を取得する際は公共施設の複合化、集約化を行うことを基本とし、新た 325 

に取得する公共施設の床面積を超える規模の既存公共施設の床面積を削減する、 326 

というこの方針２との整合性について伺います。 327 

 ３点目は、募集の際に入っている基本コンセプト、これはイメージですから、 328 

わかるようでわからないことが書いてあるのです。しかし、これをもとに今回 329 

の計画が立てられていくわけであり、まず民間という言葉が仕様書にも何度も 330 

出てまいりますが、民間サービス分野という、分野という言い方しているので 331 

す。中身としては、屋内遊園という言葉が出てくるのです。それで、民間サー 332 
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ビス分野、つまり施設の中に民間サービス分野があるというのは、それは合築 333 

のような形で民間が床を購入するようなサービスなのか、それとも公共が床を 334 

用意して、それを民間に貸与するようなことを考えているのか。こういったも 335 

のが出されているわけですから、その説明を求めます。 336 

 それと、募集要項の中に屋内遊園とはっきりと書いているのですが、この屋内 337 

遊園とは一体何か。子育て支援センターのようなものなのか、私が知っている 338 

ものといったら砂川の子どもの国の屋内施設くらいしかわからないのだが、ど 339 

ういうイメージで、具体的にこの施設のようなものということをお伺いします。 340 

高橋係長 滝川市公共施設マネジメント方針との整合性の部分でございます。委員ご指摘 341 

のとおりでございまして、確かにこういうセンターがあって、サービスの質も 342 

向上し、成果も出るということがわかってきたときに、いざセンターをつくる 343 

のかといいましても、この公共施設マネジメント計画の中では単純に公共施設 344 

を整備するというのは困難な状況でございます。そこで、３点目の質疑にもか 345 

かってきますけれども、今回こういった建物を民間の資金、または民間の建物 346 

を使ってする方法がないのかということもよく検討させていただきたいという 347 

ことで今回の調査を行っております。ですから、今の段階で、民間の施設を借 348 

りるのか、それとも公共が建てて民間に貸すのか、どのように組み合わせたら 349 

うまくいくのかというのは、調査の中で見えてくるものだと思っていますので、 350 

今はご説明が難しいところがございます。 351 

 もう一点、屋内遊園の部分ですけれども、これも幅広くあります。確かに有料 352 

の屋内遊園地などもイメージされるものもありますし、無料でいろいろな体を 353 

使って動かせる遊具がある、単純に言うと屋内に公園が置かれているようなも 354 

のもございます。道外等でもさまざまな遊園があって、人気のあるものからな 355 

いものまで幅広くあると思いますので、こういったものもやはり効果の大きい 356 

遊園がどのような条件で入れるのかということもよく考えていきたいと今回の 357 

調査の中で思っております。 358 

高橋部次長 女性活躍推進センターのあり方を検討するとともにという表現がわかりにくい 359 

ということですが、現在、ご説明をしたとおり、女性活躍推進センターの実現 360 

可能性調査をしているような段階でございますので、女性活躍の推進をすると 361 

いう政策を進めたいということは間違いない内容でございますけれども、セン 362 

ターのあり方という面でいきますと、どのような方向性になるかはこれから調 363 

査をした上で実現可能性を調べて、その上で基本構想を進めていくということ 364 

でございますので、表現としてはこのような形で総合戦略の中にお示しをした 365 

いと考えております。 366 

清  水 高橋係長の説明はよくわかりました。 367 

 高橋部次長のご答弁ですけれども、この１行で推し進めるというのはいかがか 368 

なと思うのです。わかりませんよと言っているわけだから、わかるように書き 369 

ましょうと言っているのです。書くなとは言っていません。いろんな経緯があ 370 

るのでそこまでは言いませんが、もう既にお金を使って計画づくりが始まって 371 

いるのだから、せめてどんなことを考えた女性活躍センターなのかを２行ぐら 372 

い追加したらいかがでしょうか。 373 

高橋部次長 満足いくご答弁になっているかどうかわかりませんが、今調査中でございます。 374 

その中で、施設の問題ではないということは、前にもいろいろと論議を巻き起 375 

こしたところだとは思うのですけれども、やはり女性活躍の政策を進めていく 376 
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上で必要なものを、これから調査の中で絞り込んでいくということでございま 377 

す。表現として足りないというご指摘ではございますけれども、調査の中で９ 378 

月ぐらいまでに実現可能性というのはある程度委託業者でもまとめる予定であ 379 

り、そのような内容についてもお示しをしながら進めさせていただきたいと考 380 

えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 381 

清  水 総合戦略、人口ビジョン計画、これは特別委員会をつくって、パブリックコメ 382 

ントをやって十分に検討したものです。それに追加とか変更ということをこの 383 

常任委員会に報告して、それで終わりということでは少し軽いと思うのです。 384 

もう一つは、総合戦略にないにもかかわらず、地方創生加速化交付金が出たと 385 

いうことで約2,000万円の発注の中に計画づくりを入れると。これも順序がもし 386 

かしたら逆だったかもしれない。そういうことからいうと、もっと総合戦略の 387 

文章、内容についてはわかりやすいものにすべきと再度言いたいと思います。 388 

委 員 長 清水委員、質疑の要旨としては、資料のどこのことについてですか。 389 

清  水 改正後です。 390 

委 員 長 ご答弁できる範囲でお願いします。 391 

稲井主幹 この改訂の進め方についてですけれども、国からも本会議という指定は特にご 392 

ざいませんが、市議会での議論、それから有識者等の外部会議、これは産学官 393 

金労言と言われております。そういったところとは十分に協議するようにとい 394 

うことで指定がございますので、我々といたしましては当初策定の際には特別 395 

委員会でご議論いただきましたが、既に解散しているという状況でございます 396 

ので、総務文教常任委員会だけではなく３常任委員会全てにご説明をさせてい 397 

ただいて、ご意見を頂戴し、市議会のご意見と捉えたいとしているところであ 398 

ります。 399 

委 員 長 清水委員は、この文章の１行に対して不十分だということですので、まとめさ 400 

せていただきます。清水委員の言われた内容については理解しました。答弁の 401 

中では、滝川のまち・ひと・しごと創生会議の中で、ここで出た意見を持ち帰 402 

って、そこでまた議論をしていただくと、その中でまた検討するということで 403 

よろしいのではないでしょうか。 404 

清  水 委員長の言われたことはわかっています。しかし、創生会議に臨むときにこう 405 

言ったけれども、こういう意見が出ましたというのは、私しか言っていないの 406 

で、少数意見となる可能性もあります。だから、ここの答弁で検討しますと答 407 

弁すべきではないかと、そこを求めて聞いているわけです。 408 

委 員 長 暫時休憩します。 409 

休  憩 １４：５４ 410 

再  開 １４：５５ 411 

委 員 長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 412 

 一応今の内容につきましては、今の段階で答弁の中で清水委員が言われるよう 413 

に事務局として今すぐここで変えるということは考えていないと。ただ、この 414 

委員会で出た清水委員の意見は、まち・ひと・しごと創生会議のところに持っ 415 

ていって、そこでこういう意見が出たということを申し述べてもらって、そこ 416 

でまたさらに意見が出ればそれも可能だという答弁だと思いますので、それで 417 

いいと思いますが、いかがでしょうか。 418 

清  水 了解いたしました。 419 

委 員 長 ほかに質疑ございますか。 420 
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（なしの声あり） 421 

委 員 長 それでは、⑦は報告済みといたします。 422 

 ２ その他について 423 

委 員 長 委員から何かありますか。 424 

（なしの声あり） 425 

委 員 長 事務局から何かありますか。 426 

（なしの声あり） 427 

 ３ 次回委員会の日程について 428 

委 員 長 それでは、３、次回委員会の日程につきまして正副委員長に一任願えますか。 429 

（異議なしの声あり） 430 

委 員 長 それでは、これをもちまして第15回総務文教常任委員会を閉会いたします。 431 

閉  会 １４：５６ 432 


